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筑波大学特別支援学校教員資格認定試験実施規程 

 

（趣旨） 

第１条  この法人規程は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第１６条の２の規定に基づき、

文部科学大臣が実施する試験について、独立行政法人教職員支援機構からの委託により国立大学法人

筑波大学（以下「法人」という。）が実施する特別支援学校教員資格認定試験（教員資格認定試験規程

（昭和４８年文部省令第１７号。以下「省令」という。）第２条に規定する特別支援学校教員資格認定

試験（以下「認定試験」という。）をいう。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（実施委員会） 

第２条 法人に、認定試験を円滑に実施するため、特別支援学校教員資格認定試験実施委員会（以下「実

施委員会」という。）を置く。 

 

（組織） 

第３条 実施委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 附属学校教育局教育長 

(2) 附属学校教育局の次長のうち、教授である者 

(3) 第８条第１項に規定する専門委員会の主査 

(4) 附属学校教育局に勤務する大学教員のうち、附属学校教育局教育長が指名する者  若干人 

(5) その他学長が指名する者 若干人 

 

（委員長等） 

第４条 実施委員会に委員長を置き、前条第１号の委員をもって充てる。 

２ 実施委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。 

３ 委員長は、実施委員会を主宰する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 



（実施委員会の委員の任期） 

第５条 第３条第４号及び第５号の委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日

の属する年度の翌年度の末日とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  前２項の委員は、再任されることができる。 

 

（実施委員会の任務） 

第６条 実施委員会は、次に掲げる事項を行う。 

(1) 認定試験の実施方法に関すること。 

(2) 認定試験の受験者の合否判定に関すること。 

(3) その他認定試験の実施に関すること。 

 

（専門委員会） 

第７条 実施委員会に、専門的事項を処理させるため、専門委員会を置く。 

２ 専門委員会の名称及び委員は、次の表に掲げるとおりとする。 

 専門委員会の名称 委              員 

特別支援学校一般専門委

員会 

(1) 障害科学に関する授業科目を担当する大学教員のうちから、実

施委員会の委員長が人間系長と協議の上推薦する者、及び、附属

学校教育局に勤務する大学教員のうちから、実施委員会の委員長

が推薦する者 １０人以内 

(2) 学識経験者のうちから、学長が委嘱する者 若干人 

肢体不自由教育専門委員

会（省令第２条に規定す

る自立活動（肢体不自由

教育）の種目に係る認定

試験が実施される場合に

限る。） 

(1) 運動障害学に関する授業科目を担当する大学教員のうちから、

実施委員会の委員長が人間系長と協議の上推薦する者、及び、附

属学校教育局に勤務する大学教員のうちから、実施委員会の委員

長が推薦する者 １０人以内 

(2) 学識経験者のうちから、学長が委嘱する者 若干人 

聴覚障害教育専門委員会

（省令第２条に規定する

自立活動（聴覚障害教育）

の種目に係る認定試験が

実施される場合に限る。） 

(1) 聴覚障害学に関する授業科目を担当する大学教員のうちから、

実施委員会の委員長が人間系長と協議の上推薦する者、及び、附

属学校教育局に勤務する大学教員のうちから、実施委員会の委員

長が推薦する者 １０人以内 

(2) 学識経験者のうちから、学長が委嘱する者 若干人 

言語障害教育専門委員会

（省令第２条に規定する

自立活動（言語障害教育）

の種目に係る認定試験が

実施される場合に限る。） 

(1) 言語障害学に関する授業科目を担当する大学教員のうちから、

実施委員会の委員長が人間系長と協議の上推薦する者、及び、附

属学校教育局に勤務する大学教員のうちから、実施委員会の委員

長が推薦する者 １０人以内 

(2) 学識経験者のうちから、学長が委嘱する者 若干人 

視覚障害教育専門委員会 (1) 視覚障害学に関する授業科目を担当する大学教員のうちから、
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（省令第２条に規定する

自立活動（視覚障害教育）

の種目に係る認定試験が

実施される場合に限る。） 

実施委員会の委員長が人間系長と協議の上推薦する者、及び、附

属学校教育局に勤務する大学教員のうちから、実施委員会の委員

長が推薦する者 １０人以内 

(2) 学識経験者のうちから、学長が委嘱する者 若干人 

受験特別措置専門委員会 運動障害学、聴覚障害学、言語障害学及び視覚障害学に関する授業科

目を担当する大学教員のうちから、実施委員会の委員長が人間系長と

協議の上推薦する者、及び、附属学校教育局に勤務する大学教員のう

ちから、実施委員会の委員長が推薦する者 

７人以内 

３ 前項に掲げる者のほか、専門委員会には、学長が必要と認めて指名する者若干人を委員として加え

ることができる。 

４  専門委員会の委員は、学長が委嘱する。 

 

（主査） 

第８条 専門委員会に、それぞれ主査を置き、当該専門委員会の委員のうちから、実施委員会の委員長

が指名する。 

２  主査は、専門委員会を主宰する。 

 

（専門委員会の委員の任期） 

第９条 専門委員会の委員の任期は、１年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の属する年度

の末日とする。 

２  専門委員会の委員は、再任されることができる。 

 

（専門委員会の任務） 

第１０条 専門委員会（受験特別措置専門委員会を除く。）は、次に掲げる事項を行う。 

(1) 試験問題の作成に関すること。 

(2) 実技試験及び口述試験の実施に関すること。（肢体不自由教育専門委員会、聴覚障害教育専門委

員会、言語障害教育専門委員会及び視覚障害教育専門委員会に限る。） 

(3) 採点及び評価に関すること。 

(4) その他認定試験の実施に関し必要な事項 

２ 受験特別措置専門委員会は、次に掲げる事項を行う。 

(1) 認定試験の受験希望者で、身体に障害を有し、受験する上で特別な配慮を必要とする者（以下「受

験特別措置希望者」という。）に対応するための試験問題の作成に関する各専門委員会への助言に

関すること。 

(2) 受験特別措置希望者に対する配慮に関すること。 

(3) その他受験特別措置希望者の認定試験の実施に関し必要な事項 

 

  （雑則） 



第１１条  この法人規程に定めるもののほか、認定試験の実施に関し必要な事項は、法人細則で定める。 

 

附 則 

この法人規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．４．２２法人規程１１号） 

 この法人規程は、平成１６年４月２２日から施行する。 

 

附 則（平１９．３．３０法人規程３５号） 

 この法人規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２６．３．２６法人規程２６号） 

 この法人規程は、平成２６年３月２６日から施行する。 

 

附 則（平３０．２．８法人規程１１号） 

 この法人規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和元．６．２７法人規程４号） 

 この法人規程は、令和元年７月１日から施行する。 

 

附 則（令和２．３．２６法人規程３７号） 

 この法人規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


